
 
 

 
 
 
 
所 在 地  長野市大字栗田(ＪＲ長野駅東口) 

バス乗降場  ６台  

バス待機場  ４台（右図の黄色部分のみ） 

公衆トイレ  オストメイト対応 

車両ゲート  車高感知式(自動開閉) 

※ゲートの前で一時停止してください。 

 

 
 

〇24 時間 

 
 
 

○バスなど乗車定員が 11 人以上の自動車 

○市が特に利用を認めた自動車 
※事業者の送迎用自動車で、事前に許可を得ることで利用い

ただけることがあります（条件等お問合せください）。 

 
 
 

○乗降場  おおむね 15分以内 

○待機場  おおむね 30分以内 
 ※使用時間を超過しているときは、退去又は移動を命じる 

場合があります。 

※冬期は区画が制限されるため、使用時間厳守でご利用 

ください。 

 

 

 
 
〇無料／申込不要 
 ※ただし、以下の場合は有料です。 

 

 

 

有料／事前申込（先着順） 
イベント会場等へのシャトルバス発着で、乗降場及び

待機場の区画の占用となる場合は、料金の支払い及び申

込書の提出が必要です（駐車場利用はできません）。 

 

(1) 申込及び支払期限 ※申込書別途掲載 
   申込書提出期限 使用日の１か月前まで 
   料金支払期限  使用日の 7 日前まで 
 

(2) 料金及び貸付上限 
乗降場 7,200 円（１区画／日）２区画／日まで 
待機場 3,600 円（１区画／日）２区画／日まで 

 

(3) 誘導員等の配置 
乗客の誘導等は、使用者の責任で実施していただきます。 

必要により誘導員等を配置してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○公の秩序又は善良な風俗を乱す行為 

○施設を汚損し、又は損傷すること。 

○球戯、ローラースケート、スケートボード、その他これらに

類する行為 

○指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。 

○危険な行為、通行を妨害する行為その他迷惑を及ぼす行為 

○貼り紙又は貼り札等 

○集会、演説、展示会、音楽会その他これらに類する行為 

○募金、署名活動、事業の周知活動等で人が集まり一般交通に 

著しい影響を及ぼすおそれのある行為 

○営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為 

○他の自動車の乗降を妨げること。 

○施設の利用及び管理に支障を来す行為又は支障を来すおそ 

れのある行為 
 
  
○アイドリングストップ 

○不必要な灯火の消灯 

○騒音の発生及び漏出の抑制 

 
 

○施設を汚損、損傷、滅失した者には、その損害を賠償してい

ただきます。 

○市は、施設内において盗難、自動車の接触、天災その他市の

責に負わない事由により発生した損害については、その賠償

の責を負いません。 
 
  
○付近には、住宅や商店街などのほか、生徒や児童の通学路も

ありますので、交通法規の遵守はもとより、ルールに基づい

た適正な利用をお願いします。 

○利用の際は、現地係員の指示に従ってください。 

 
 
 
 
 

ユメリアバスパークのご案内 
ユメリアバスパークは、ＪＲ長野駅東口に直結したバス専用の送迎場所です。 

観光バス・貸切バス・送迎バス等の乗降・待機ができます。駐車場ではありません。 

一部区間が路線バス専用になります。ご注意ください。 

１ 施設概要 

２ 使用可能時間 

３ 使用可能な車両 

４ １回あたりの使用時間 

５ 料金／申込 

７ 周辺環境に配慮すべき事項 

８ 損害賠償 

９ その他 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 

長野市役所企画政策部交通政策局 

電話：026-224-5011  FAX：026-224-9715 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.city.nagano.nagano.jp 

R８.４作成 

６ 禁止事項 

イベント会場等へのシャトルバス発着について 

ご不明な点は、下記までお問い合わせください 

路線バス 

http://www.city.nagano.nagano.jp

